
た
め
に
必
要
な
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ

プ
等
の
支
援
。
②
雇
用
先
の
事
業

所
に
対
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
本

人
へ
の
雇
用
管
理
等
に
つ
い
て
助

言
や
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

支
援
期
間
は
個
別
に
設
定
し
ま

す
が
、
４
か
月
程
度
が
標
準
と
な

り
ま
す
。
当
セ
ン
タ
ー
か
ら
遠
隔

地
に
居
住
し
て
い
る
方
も
利
用
で

き
る
よ
う
対
応
し
ま
す
。
ま
た
、

職
場
復
帰
支
援
を
行
う
た
め
に
は
、

事
業
所
、
本
人
、
本
人
の
主
治
医

の
同
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

相
談
内
容
等
の
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。
職
場
復
帰
支
援
に
つ

い
て
は
、
島
根
障
害
者
職
業
セ
ン

タ
ー
�
０
８
５
２
�21
�０
９
０
０

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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７
月
27
日
開

催
の
雲
南
市
議

会
臨
時
会
で
、

掛
合
統
合
小
学

校
の
名
称
を
雲

南
市
立
掛
合
小

学
校
と
す
る

｢

雲
南
市
立
小
学
校
及
び
中
学
校

設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例｣

が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

名
称
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
掛

合
町
内
の
７
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
振

興
協
議
会
、
５
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
、

か
け
や
夢
の
子
園
保
護
者
の
計
13

団
体
で
そ
れ
ぞ
れ
検
討
さ
れ
た
後
、

７
月
７
日
に
開
催
さ
れ
た

｢

雲
南

市
立
掛
合
統
合
小
学
校
建
設
委
員

会｣

で
集
約
、
決
定
を
経
た
も
の

で
す
。

現
在
、
小
学
校
の
建
設
で
は
、

旧
掛
合
中
学
校
の
跡
地
を
造
成
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
し
て
、
造
成
完
了
後
に
校
舎

の
建
設
に
着
手
、
来
年
度
は
屋
内

運
動
場
と
プ
ー
ル
を
建
設
す
る
計

画
で
、
平
成
20
年
４
月
に
新
掛
合

小
学
校
が
開
校
す
る
予
定
で
す
。

関
係
の
み
な
さ
ん
の
一
層
の
ご

支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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近
年
、
全
国
的
に
子
ど
も
た
ち

の
豊
か
な
育
ち

の
基
本
で
あ
る

生
活
習
慣
の

乱
れ
が
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
問
題
の

解
決
に
向
け
、

雲
南
市
で
は
、

め
ざ
す
べ
き
元
気
な
子
ど
も
の
姿

を
表
し
た�

�
�
�
�
�
�

を
募
集

し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
 
!

９
月
30
日

(

土)

消
印
有
効

�
�
"
#
$

元
気
な
子
ど
も
の
姿
を
一
言
で

表
し
た

｢

あ
い
こ
と
ば｣

(

例)
『

今
日
も
元
気
に

｢

行
っ

て
き
ま
す｣

、
き
ょ
ろ
パ
ス
持
っ

て
朝
か
ら
子
ど
も
探
検
隊』

な
ど

�
%
&一

般
の
部
、
児
童
・
生
徒
の
部

�
�
�
'
(

１
件
に
つ
き
１
作
品
と
し
、
郵

送
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
、｢

住
所｣

｢

氏
名｣

｢

電
話
番
号｣

、
児
童
生

徒
の
場
合
は

｢

学
校
名
・
学
年｣

を
ご
記
入
の
上
、
応
募
く
だ
さ
い
。

優
秀
作
品
に
は
、
賞
状
及
び
副

賞
が
あ
り
ま
す
。

※
応
募
さ
れ
た
個
人
情
報
は
、
あ

い
こ
と
ば
賞
の
選
考
以
外
の
目
的

に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

※
入
賞
作
品
の
著
作
権
等
の
一
切

の
権
利
は
雲
南
市
に
帰
属
し
ま
す
。

�
�
�
)

〒
６
９
９
�１
３
９
２

雲
南
市
木
次
町
木
次
１
０
１
３
�１

雲
南
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

｢

あ
い
こ
と
ば｣

係

E-mail:gakkoukyouiku@city.

unnan.shimane.jp
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雲南市では生活情報の提供と､ 産業振興の一助､ 行財政改革の一環として有料広告枠を設けました｡
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７
月
１
日
付
け
で
木
次
地
区
の

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
次
の
方

に
変
わ
り
ま
し
た
。

�
�
.
,
/
0
1
2
3

担
当
地
区

木
次
町
里
方(

中
組
、

共
和
、
里
方
住
宅)

4
5
%
6
7
4
8
�

�	


�
�


���
	
9
�

こ
の
制
度
は
、
が
け
地
な
ど
住

民
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
恐
れ

の
あ
る
場
所
に
建
っ
て
い
る
住
宅

を
安
全
な
場
所
に
移
転
す
る
た
め
、

国
と
地
方
公
共
団
体
が
移
転
者
に

危
険
住
宅
の
除
去
等
に
要
す
る
経

費
と
新
た
に
建
設
す
る
住
宅

(

購

入
含
む)

に
要
す
る
経
費
に
対
し

て
補
助
金
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

:
;
<
=

危
険
住
宅
と
は
、
が
け
地
の
崩

壊
、
土
石
流
、
な
だ
れ
及
び
地
す

べ
り
の
危
険
が
著
し
い
区
域
で
、

建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
き
地

方
公
共
団
体
が
条
例
で
指
定
し
た

災
害
危
険
区
域
、
ま
た
は
建
築
を

制
限
し
て
い
る
区
域
内
に
あ
る
住

宅
で
す
。
《
た
だ
し
、
条
例
制
定

(

昭
和
35
年
10
月
４
日)

以
前
に

建
築
さ
れ
た
住
宅
で
増
築
が
な
さ

れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。》

が
け
地
、
地
す
べ
り
等
で
住
宅

の
移
転
を
お
考
え
の
方
は
９
月
29

日

(

金)

ま
で
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
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C
D
E
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,
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F
G
H
I

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に

伴
い
、
平
成
18
年
10
月
よ
り
身
体

障
害
者
の
補
装
具
費
の
制
度
が
変

わ
り
ま
す
。

利
用
者
負
担
の
仕
組
み
が
原
則

１
割
負
担
に
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
、

利
用
者
と
業
者
と
の
直
接
契
約
と

な
り
、
現
物
給
付
か
ら
補
装
具
費

(

購
入
費
、
修
理
費)

の
支
給
に

変
わ
り
ま
す
。

補
装
具
と
日
常
生
活
用
具
の
給

付
対
象
品
目
も
一
部
変
更
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○J
K
L
M
N

O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
%
Y
Z

*
+
,
-
%
>
?
@
A
,
-
�

�	


�
�


���
	
�
�

近
年
、
う
つ
な
ど
の
心
の
病
の

た
め
に
休
職
し
て
い
る
方
が
全
国

的
に
増
え
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
島
根
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー

で
は
、
休
職
し
て
い
る
人
の
円
滑

な
職
場
復
帰
を
支
援
す
る
た
め
に

[
\
]
^
_
`

を
行
っ
て
い
ま
す
。

内
容
は
、
①
本
人
に
対
し
て
は
、

休
職
期
間
中
に
当
セ
ン
タ
ー
に
通

所
し
て
い
た
だ
き
、
職
場
復
帰
の

� � � � � � � � � 	
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広告掲載をご希望の方は､ 木次都市開発� (広告代理店) �0854-42-2221までお問い合わせ下さい｡
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先
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
し
た

８
月
の
税
金
中
、
固
定
資
産
税

(

第

２
期
分)

は
誤
り
で
し
た
。
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平成18年
10月まで

所得に応じた負担

�����

�����

������

ただし､ 所得に応じて一
定の負担上限が設定され
る｡
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点字器・頭部保護
帽・人工喉頭・歩
行補助つえ (一本
杖のみ) ・収尿器・
ストマ用装具

補装具 日常生活用具

色めがね 補装具 廃止

重度障害者用意思
伝達装置 日常生活用具 補装具
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